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公益財団法人犯罪被害救援基金 
奨学規程 

 

 

（目的）  

第１条 この規程は、公益財団法人犯罪被害救援基金定款第４条第１項及び第 46 条第４項に基づき、奨学生の

採用並びに奨学金及び学用品費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。  

   

（奨学生の資格）  

第２条 この法人の定款第４条第１項第１号の事業の対象となる者（以下「奨学生」という。）は、犯罪被害者

等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和 55 年法律第 36号）第２条第３項に規定する

犯罪被害者（同法第６条の規定により犯罪被害者等給付金の全部を支給されない場合を除く。）のうち、当該

犯罪被害により死亡し若しくは同法施行規則別表で第１級から第５級までの等級に掲げる身体上の障害を受け

た者若しくは国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成 28年法律第 73 号）第２条第３項に規定する国

外犯罪被害者（同法第６条の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給されない場合を除く。）又はこれらの者

と同様の事情にあった者（以下「被害者」という。）の子、孫、弟妹等（当該犯罪被害発生の当時、当該被害

者の収入によって生計を維持していなかった者及び日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を

除く。以下同じ。）で、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校（幼稚園及び特別支援学

校幼稚部を除く。）若しくは第 125 条に規定する専修学校のうち専門課程若しくは高等課程又は独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構が大学の学部若しくは大学院（研究科）に相当する教育を行うものと認定した省

庁大学校（学生の身分が国家公務員となり、学費はなく給与が支給される大学校を除く。）の課程に在学し、

学資の支弁が困難と認められる者（義務教育を修了している場合は修学意欲を有し、かつ、素行上の問題がな

い者、義務教育を受けている場合は素行上の大きな問題がない者、にそれぞれ限る。）とする。 

２ 前項の規定は、外国の大学又は大学院への留学について準用する。  

３ 被害者の子、孫、弟妹等のうち、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に規定する認可保育所、同

法第 59 条の２の規定により都道府県知事に届け出ている認可外保育施設及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 25号）第２条第６項に規定する認定こども園、

同条第７項に規定する幼保連携型認定こども園並びに学校教育法に規定する幼稚園又は特別支援学校幼稚部

（以下「幼稚園等」という。）に在所又は在園（以下「在園等」という。）する小学校入学前３年間の幼児で

あって、学資の支弁が困難と認められる者について、定款第４条第１項第１号の事業の対象とする。  

 

（奨学金等の額及び給与始期等）  

第３条 奨学生に給与する奨学金又は学用品費のうち月毎に給与するもの（以下「奨学金等」という。）の額は、

次のとおりとする。  

（１）大学（短期大学の認定専攻科を含む。）、大学院、高等学校（特別支援学校を含む。）の専攻科、高等専

門学校の４年以上の学年及び認定専攻科又は専修学校の専門課程及び認定専攻科に在学する奨学生 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額  

   ア 国立又は公立の学校に在学する者  月額  ３５,０００円  

   イ 私立の学校に在学する者  月額  ４０,０００円 

（２）高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の３年以下の学年、専修学校の高等課程又は特別支援

学校の高等部に在学する奨学生 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額  

   ア 一般  月額  ２１,０００円  

   イ 授業料等負担が特に重い場合  月額  ２７,０００円  

（３）中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する奨学生 

  月額  １４,０００円 

（４）小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する奨学生  月額  １２,０００円 

（５）幼稚園等に在園等する奨学生  月額  １０,０００円 
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（６）外国の大学又は大学院に在学する奨学生 次に掲げる地域に応じ、それぞれ次に掲げる金額（各地域は理

事長が別に定める。）    第１地域 月額 １００,０００円 

    第２地域 月額 ７０,０００円 

    第３地域 月額 ６０,０００円 

    第４地域 月額 ５０,０００円 

２ 奨学生に給与する奨学金又は学用品費のうち一時金として給与するものは、新たに入学・入園等した奨学生

に対する一時金（以下「入学等準備一時金」という。）、災害により被災した奨学生に対する一時金（以下

「修学継続支援一時金」という。）及び奨学生に対する緊急支援一時金（以下「緊急支援一時金」という。）

とし、その支給対象及び支給額は、それぞれ次のとおりとする。 

（１）入学等準備一時金の支給対象と支給額 

ア 大学（短期大学の認定専攻科へ進学した者を除く。）、大学院、高等学校（中等教育学校の後期課

程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の専門課程

に入学した奨学生 ２００,０００円 

イ 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、専修学校の高等課程又は特別支援学校の高等

部に入学した奨学生 ５０,０００円 

ウ 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に入学した

奨学生 ５０,０００円 

エ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に入学した奨学生 ８０,０００円 

オ 幼稚園等に入園若しくは入所した奨学生又は４月１日において保育施設に在所する３歳の奨学生 

  ５０,０００円 

カ 外国の大学又は大学院に入学した奨学生 ５００,０００円 

（２）修学継続支援一時金の支給対象と支給額 

     災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条に定める災害により被災した奨学生若しくは放火若しく

はもらい火による火災により被災した奨学生又は外国においてこれと同等の災害等により被災した奨学生で、

以下のいずれかに該当する者に対し、医師の診断書又は公的機関発行の罹災証明書若しくはこれに準ずる外

国の公的機関等の罹災を証明する書面が発行された対象災害等につき一度限りとして、修学継続支援一時金

を支給する。 

ア １か月以上の治療を要する重傷を負った奨学生 一人につき １００,０００円 

イ 居住する家屋が全壊又は火事で全焼した奨学生 一人につき １００,０００円 

ウ 居住する家屋が大・中規模半壊又は火事で半焼した奨学生 一人につき ５０,０００円 

エ 居住する家屋が半壊又は火事で部分焼けした奨学生 一人につき ３０,０００円 

（３）国内の社会経済情勢が著しく悪化したことによりすべての奨学生に対して緊急に経済的支援を行う必要が

あると認められる場合、理事長は、奨学生に対し緊急支援一時金を支給することができる。この場合におい

て、理事長は、奨学生への緊急支援の必要性及び基金の財政状況等を総合的に勘案して、緊急支援一時金の

支給対象及び支給額を決定するものとする。 

３ 奨学生に給与する奨学金又は学用品費の給与始期は、奨学生として採用された会計年度の当該年度開始の月

（奨学生が、奨学生として採用された会計年度の当該年度開始の月の後に行われた犯罪行為によって被害を受

けた被害者の子、孫、弟妹等である場合は、当該犯罪被害発生の月）とし、奨学金等の給与期間は、正規の最

短修業期間とする。 

   

（大学又は大学院に入学後に外国留学をする場合の適用） 

第３条の２ 前条第１項（６）及び同条第２項（１）カの規定は、大学又は大学院に入学後に 1年以上外国留学

する場合についても適用する。ただし、入学等準備一時金の金額は、大学又は大学院の入学時の一時金との差

額とする。 

２ 前条第１項（６）による奨学金の支給の月数と同項（１）による奨学金の支給の月数との合計は、大学又は

大学院の卒業までの最短月数を超えることができない。 
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（外国人学校在学者への適用） 

第３条の３ 日本国内にある外国人学校であって文部科学大臣が「我が国において、高等学校相当」として指定

したものに在学する外国人については、学校教育法の学校に在学するものとみなして第２条及び第３条の規定

を適用する。 

２ 第１項の学校については、１年次から６年次までを小学校、７年次から９年次までを中学校、10 年次から

12年次までを高等学校とみなす。 

３ 日本国籍を有する者が第１項の学校に在学するときは、前項の規定により高等学校とみなされる間に限って、

第２条及び第３条の規定を適用する。ただし、中学校の学齢を経過していない者はこの限りでない。 

 

 

（通信制大学の場合の特例） 

第３条の４ ４年制の通信制大学における奨学金は、入学から 12 月間を第一年次、第一年次終了後であって卒

業までに必要な単位の 20％を得ている場合を第二年次、第二年次に 12 月以上在籍した後であって卒業に必要

な単位の 45％を得ている場合を第三年次、第三年次に 12 月以上在籍した後であって卒業までに必要な単位の

70％を得ている場合を第四年次とし、各年次において、それぞれ12月分を支給する。 

２ 前項の規定は、２年制の通信制大学にあっては、45％を得ている場合を第二年次に、３年制の通信制大学に

あっては、28％を得ている場合を第二年次に、61％を得ている場合を第三年次に当たるものとして、適用する。 

３ 奨学金の額は、月額 20,000 円とする。ただし、卒業までに必要な単位数の４分の１（２年制にあっては２

分の１、３年制にあっては３分の１）を得るために必要となる授業料の額が 24 万円を超える場合には、当該

額の12分の１の額（千円単位とし、千円未満は切り上げる。）とし、月額40,000円を限度とする。 

４ 通信制大学に入学した者への入学等準備一時金の額は、50,000 円とする。ただし、入学金（入学者選考料・

検定料を含む。）として支払った額が50,000円を超える場合にはその額とし、200,000円を限度とする。 

 

（奨学生選考委員会の設置） 

第４条 この法人に、定款第４条第１項第１号の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会（以下

「選考委員会」という。）を置く。  

２ 選考委員会は、５人以上８人以下の委員をもって組織する。  

３ 委員は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。 ただし、第４条の３第１項

（２）から（６）に規定する職指定の委員が人事異動となった場合、理事長は理事会の決議を経ることなくそ

の後任者に委嘱し、委嘱後に開催される最初の理事会にこれを報告しなければならない。 

４ 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が２人を超えて含まれることとなってはならない。  

５ 委員のうち、委員のいずれか１人とその親族関係を有する者及びその他特殊の関係にある者の合計数は、委

員現在数の３分の１を超えてはならない。  

 

（選考委員会の任務） 

第４条の２ 選考委員会は、奨学生志望者が奨学規程第２条に規定する奨学生の資格を備えるか否かを審査し、

奨学生を選考する。 

２ 選考委員会は、第３条第１項（２）に定める「ア 一般」及び「イ 授業料等負担が特に重い場合」のいず

れに該当するかを審査する。 

 

（選考委員会の構成等） 

第４条の３ 選考委員会は、奨学規程第４条の規定に基づいて委嘱された次の委員をもって構成する。 

（１）学識経験のある者のうちから選出された者 

（２）警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長の職にある者 

（３）警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当）の職にある者 

（４）警察庁刑事局捜査第一課長の職にある者 

（５）警視庁総務部企画課長の職にある者 
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（６）この法人の専務理事又は常務理事の職にある者 

２ 委員の任期は、選任後５年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度終了後３か月以内に開催される

定時理事会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 選考委員会の委員長は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長の職にある委員とする。 

４ 選考委員会の委員長は、選考委員会を代表して奨学生の選考結果を理事長に報告する。 

 

（選考委員会の運用） 

第４条の４ 選考委員会は、必要の都度、理事長が招集する。 

２ 選考委員会の議長は、委員長とする。ただし、委員長は、必要があれば、他の委員を議長に指名することが

できる。 

３ 選考委員会は、委員現在数の過半数の者が出席しなければ、会議を開き、決議することができない。 

４ 選考委員会の議事は、出席委員の過半数の決議をもって決する。 

５ 理事長は、必要があると認めるときは、選考委員会の招集を行わず、書面その他の方法により委員に賛否を

求め、その回答が過半数を超えるものをもって前項の選考委員会の決議に代えることができる。 

 

（奨学生願書等の提出） 

第５条 奨学生志望者又は当該志望者の父母その他の事実上保護している者（以下「保護者」という。）は、奨

学生志望者の在学・在園等証明書及び被害者の子、孫、弟妹等であることを証するに足りる書面を添えて、こ

の法人あてに奨学生願書を提出するものとする。ただし、奨学生志望者が幼稚園等に在園等し又は小学校、義

務教育学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校に在学する者である場合には、これらの

書面の提出は、保護者が行うものとする。 

 

（奨学生の採用）  

第６条 奨学生の採用は、選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を奨学生志望者又はその保護者に

通知する。  

２ 第３条第１項（２）に定める「ア 一般」及び「イ 授業料等負担が特に重い場合」のいずれに該当するか

の認定は、理事長が別に定めるところにより選考委員会の審査を経て理事長が決定し、その結果を奨学生又は

その保護者に通知する。 

 

（奨学金等の交付）  

第７条 奨学金等は、毎月一定日に交付するものとし、特別の事情があるときは、２月分以上の奨学金等を合わ

せ交付することができる。  

２ 奨学金等の交付は、奨学生又は保護者に送金して行うものとする。  

   

（在学・在園等証明書及び生活状況報告書の提出）  

第８条 奨学生又は保護者は、毎年度当初、在学・在園等証明書及び生活状況報告書をこの法人あてに提出しな

ければならない。  

   

（異動届出）  

第９条 奨学生又は保護者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちにその旨をこの法人に届け出なければなら

ない。  

（１）入学、転学又は転園等したとき若しくは高等学校において全日制から通信制に変わったとき。  

（２）留年、休学、休園等、退学、退園等又は長期欠席したとき。  

（３）退学、停学等の懲戒を受けたとき。  

（４）保護者に変更があったとき。  

（５）奨学生又は保護者の氏名、居住地その他重要な事項に変更があったとき。  

２ 前項の届出は、その届出に係る事項を証するに足りる書面を添えて行うものとする。 



- 5 - 

   

（奨学金等の給与の停止）  

第10条 奨学生が休学又は休園等したときは、奨学金等の給与を停止する。  

２ 理事長は、奨学生の学業又は性行などの状況により指導上必要があると認められるときは、奨学金等の給与

を停止することができる。  

   

（奨学金等の給与の復活）  

第 11 条 前条の規定により奨学金等の給与を停止された者が、その理由が止み、そのことを証するに足りる書

面を添えて願い出たときは、奨学金等の給与を復活することができる。  

   

（奨学金等の給与の廃止）  

第 12 条 奨学生の修学意欲、生活状況等によりその者に引き続き奨学金等の給与を行うことが著しく適当でな

いと認められるときは、選考委員会の意見を徴して奨学金等の給与を廃止することができる。 

   

（学業成績表等の提出） 

第12条の２ 理事長は、第10条第２項又は前条の規定に抵触し若しくはそのおそれがある事案を認知した場合

には、対象の奨学生又はその保護者に対し、学業成績表又は生活状況報告書等の提出を求めることができる。 

 

（奨学金等の給与の辞退）  

第13条 奨学生又は保護者は、いつでも奨学金等の給与の辞退を申し出ることができる。  

   

（死亡の届出）  

第 14 条 奨学生が死亡したときは、父母、兄姉又はこれに代わる者は、直ちにその旨をこの法人に届け出なけ

ればならない。  

 

（一時金の支給申請等） 

第 15 条 入学等準備一時金は、この法人に対する入学等届及び在学・在園等証明書の提出をもって支給申請が

あったものとみなす。 

２ 修学継続支援一時金の支給を受けようとする被災奨学生又はその保護者若しくは代理人は、被災した日から

１年以内に、理事長が別に定める「修学継続支援一時金支給申請書」に必要な書面を添えて、この法人あてに

申請するものとする。 

 

（一時金の支給決定等） 

第16条 一時金の支給は、業務執行理事及び理事長代行による審査を経て、理事長が決定する。 

２ 理事長は、前項の審査、決定を行うため必要があると認められるときは、申請者に対して説明又は書面等の

提出を求めることができる。 

３ 理事長は、申請者が前項の求めに応じないときは、一時金を支給しない決定を行うことができる。 

 

（一時金の交付） 

第 17 条 入学等準備一時金の交付は、第３条第２項に定める支給対象となった後初めての奨学金等の交付と同

時に行うものとする。 

２ 修学継続支援一時金の交付は、支給決定後速やかに行うものとする。 

３ 一時金の交付は、奨学生又は保護者に送金して行うものとする。  

 

 （奨学生の指導等）  

第 18 条 奨学生に対する生活の指導及び相談は、その者の学業成績、生活状況等に応ずる適切な方法により行

うものとする。  
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（実施細目）  

第19条 この規程の実施について必要な事項は、別に理事長が定める。  

 

 

  附則 

１ この規程の改正は、第３条の２については令和８年２月 26 日から、その他については令和８年４月１日か

ら施行する。 

２ 改正後の第３条の２の規定は、令和７年４月以降に外国に留学生として在学していた者について適用する。

この場合において、令和７年３月までに留学を開始した者は、令和７年４月に留学を開始したものとみなす。 

 


